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第４号様式（第１０条関係） 

会   議   録 （要 旨） 

会 議 名 令和７年度第２回武蔵村山市都市計画審議会 

開 催 日 時 令和８年１月２８日（水） 午前１０時３０分から午前１１時まで 

開 催 場 所 市役所３階 ３０１会議室 

出 席 者 及 び 

欠 席 者 

出席者：柴田会長、加藤委員、栗原委員、細見委員、坂下委員、岡田委員、

田口委員、土田委員、前田委員、須藤委員、内野委員、木村委員、

小部山委員 

欠席者：茂木委員、森委員 

事務局：都市整備部長、都市計画課長、同課係長（計画係）、同課主事（計

画係） 

議 題 議題１：立川都市計画生産緑地地区の変更について（武蔵村山市決定） 

結 論 議題１：事務局案のとおり決定することを適当と認める。 

審 議 経 過 

(発言者) 

◎印＝会長 

○印＝委員 

●印＝事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

議題１：立川都市計画生産緑地地区の変更について（武蔵村山市決定） 

 

【事務局説明】 

● 資料に基づき、議題１について説明。＜説明省略＞ 

 

【質疑・意見等】 

〇 生産緑地番号８９番の生産緑地に関しては元々指定されていなかったと 

いうことか。 

● 以前追加指定されていた生産緑地で買取申出がなされ行為制限が解除さ 

れた後、所有権の移転が発生し、別の所有者から追加の申出がなされ、農 

地として活用することを確認した上で追加を行うものである。 

〇 生産緑地番号４１５番の生産緑地に関して、現状畑として見えないがど

のような判断で追加指定を行うのか。 

● 現状畑として見えないが追加指定された後に耕作を行うとのことで追加 

 指定を行うものである。 

                                   

◎ 委員全員の賛成により、議題１「立川都市計画生産緑地地区の変更につ

いて（武蔵村山市決定）」は、案のとおり了承し、事務局案のとおりとす

る。 

 

以上 
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会 議 の 公 開 ・ 

非 公 開 の 別 

☑公  開                傍聴者：   １人 

□一部公開 

□非 公 開  

 ※一部公開又は非公開とした理由 

 

 

会議録の開示・ 

非 開 示 の 別 

☑開  示 

□一部開示（根拠法令等：                   ） 

□非 開 示（根拠法令等：                   ） 
 

庶 務 担 当 課 都市整備部 都市計画課（内線：２７４） 

 

 


